
県事協

2021年度 詳しくは共済のしおり（鹿児島支部ホームページ）を参照のこと

【記入例①】新規採用（臨時的任用は記入例②）又は異動したとき 
※詳細は「共済のしおり」のP７ P７ １を参照すること。

・定年退職から引き続くフルタイム再任用は手続不要（共済組合員資格が引き続くため） 
・臨時的任用職員から引き続き正規職員として採用された場合，この届書は使用せず，　
　「組合員異動報告書（番号変更用）〔整理番号3-1〕」により手続きを行う。
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記載内容を確認のうえ，学
校事務職員が押印する

注１参照

辞令の発令日

年金手帳・ねんきん定期便等で確認できる。

例・国立大学法人附属学校等（文部科学省共済組合）からの転入 
  ・知事部局（地方職員共済組合）からの転入 
  ・市町村教育委員会（市町村職員共済組合）からの転入 
　　※　鹿児島市，指宿市，出水市，霧島市，鹿屋市の各教育委員会又は各
　　　市立高等学校（公立学校共済組合（市費支弁組合員））からの転入の
　　　場合は，「支部内の異動」として「組合員異動報告書〔整理番号3〕」
　　　により手続を行う。

職員番号が不明な場合は学校長・教育事務
所等に問い合わせる。

組合員及び被扶養者が，共済組合員証が交付される前にやむを得ず医療機関等で受診を
する場合，本人がいったん費用を全額支払った後，「療養費請求書〔整理番号34〕」を
提出する。


